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○
国
土
交
通
省
令
第
九
十
九
号
（
抜
粋
）

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
及
び
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る

法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

前
田

武
志

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
津
波
防
護
施
設
の
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条

盛
土
構
造
物
に
関
す
る
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。

一

型
式
、
天
端
高
、
法
勾
配
及
び
法
線
は
、
盛
土
構
造
物
の
背
後
地
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
、
津
波
浸
水
想
定
（

の

り

法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
津
波
浸
水
想
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
定
す
る
際
に
想
定
し
た
津
波
の
作

用
に
対
し
て
、
津
波
に
よ
る
海
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
機
能
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
。

二

津
波
浸
水
想
定
を
設
定
す
る
際
に
想
定
し
た
津
波
の
作
用
に
対
し
て
安
全
な
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。

三

天
端
高
は
、
津
波
浸
水
想
定
に
定
め
る
水
深
に
係
る
水
位
に
盛
土
構
造
物
へ
の
衝
突
に
よ
る
津
波
の
水
位
の
上

昇
等
を
考
慮
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
値
を
加
え
た
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。
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四

盛
土
構
造
物
の
近
傍
の
土
地
の
利
用
状
況
に
よ
り
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
樋
門
、
樋
管
、
陸
閘
そ
の

ひ

こ

う

他
排
水
又
は
通
行
の
た
め
の
設
備
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

五

津
波
の
作
用
か
ら
盛
土
構
造
物
を
保
護
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
盛
土
構
造
物
の
表
面
に
護

岸
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

２

胸
壁
に
関
す
る
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

型
式
、
天
端
高
及
び
法
線
は
、
胸
壁
の
背
後
地
の
状
況
等
を
考
慮
し
て
、
津
波
浸
水
想
定
を
設
定
す
る
際
に
想

定
し
た
津
波
の
作
用
に
対
し
て
、
津
波
に
よ
る
海
水
の
浸
入
を
防
止
す
る
機
能
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
定
め
る
も
の

と
す
る
。

二

津
波
浸
水
想
定
を
設
定
す
る
際
に
想
定
し
た
津
波
の
作
用
に
対
し
て
安
全
な
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。

三

天
端
高
は
、
津
波
浸
水
想
定
に
定
め
る
水
深
に
係
る
水
位
に
胸
壁
へ
の
衝
突
に
よ
る
津
波
の
水
位
の
上
昇
等
を

考
慮
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
値
を
加
え
た
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す
る
。

３

閘
門
に
関
す
る
法
第
二
十
九
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

型
式
、
閘
門
の
ゲ
ー
ト
の
閉
鎖
時
に
お
け
る
上
端
の
高
さ
及
び
位
置
は
、
閘
門
の
背
後
地
の
状
況
等
を
考
慮
し

て
、
津
波
浸
水
想
定
を
設
定
す
る
際
に
想
定
し
た
津
波
の
作
用
に
対
し
て
、
津
波
に
よ
る
海
水
の
浸
入
を
防
止
す

る
機
能
が
確
保
さ
れ
る
よ
う
定
め
る
も
の
と
す
る
。

二

津
波
浸
水
想
定
を
設
定
す
る
際
に
想
定
し
た
津
波
の
作
用
に
対
し
て
安
全
な
構
造
と
す
る
も
の
と
す
る
。
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三

閘
門
の
ゲ
ー
ト
の
閉
鎖
時
に
お
け
る
上
端
の
高
さ
は
、
津
波
浸
水
想
定
に
定
め
る
水
深
に
係
る
水
位
に
閘
門
へ

の
衝
突
に
よ
る
津
波
の
水
位
の
上
昇
等
を
考
慮
し
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
値
を
加
え
た
値
以
上
と
す
る
も
の
と
す

る
。附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


